
 
小･中学生のいる準要保護世帯に年末慰問の商品券を支給します 

 

上砂川町社会福祉協議会では、準要保護世帯の認定(令和 3年 12月 1日現在)を

受けているご家庭に年末慰問のための商品券(5,000円：町内指定店で使用可能)を

支給します。 

希望される方は申請が必要となりますので、社会福祉協議会事務局（役場庁舎内⇒

役場の左右の玄関より一番奥）までお越し願います。 

 

○受付期間：令和３年１２月１日(水)～１４日(火)   

○受付時間：午前９時～午後５時 

○持参するもの：印鑑 

※商品券の交付は、１２月２０日(月)以降になります。 

（上砂川町社会福祉協議会 ☎ 62-2882） 

 

 

 

 

 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 

 

 

 

 

 今年も全国一斉に「歳末たすけあい募金運動」が始まります。 

上砂川町でも、毎年、多くの町民の皆様の温かいご協力をいただきながら、 

募金運動を実施しております。 

皆様からお寄せいただいた募金は、北海道共同募金会を 

通じて、上砂川町の地域福祉事業と北海道の福祉活動に 

使われています。 

 皆様のご支援・ご協力を心よりお願いいたします。 

●募金受付・お問合せは 上砂川町共同募金委員会 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

歳末たすけあい募金運動が始まります。 

運動期間：12月 1日～12月 31日 

皆様のご協力をお願いします。 

令和 ３年 12月 1日発行 
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12月12日夕食

上砂川町社会福祉協議会が
実施している事業のご紹介

ふれあい電話サービス

おおむね６５歳以上のひとり暮
らしの方に、定期的に電話や訪問
などで、健康状態や生活状況を聞
き、心のふれあいを図りながら安
否を確認するサービスです。

●サービスの内容
・週１回 地域のボランティア

チームのメンバーが
安否を確かめます。

・費用 無料

配食サービス

おおむね６５歳以上のひとり
暮らしの方に、栄養のあるバラ
ンスのとれた食事（お弁当）を
自宅に配達し、利用者の安否を
確認するサービスです。

●サービスの内容
・利用回数 週１回～２回

※火・金曜日のみ
・費用 １食５００円

生活支援サービス
暮らしのちょっとした困りごとを生活支援コーディネーターと

ケアサポーターがお手伝いします。

●対象者
事業対象者と判定された方が利用できます。（その他の方も
ご利用頂ける場合がございます。ご相談下さい。）

●サービスの内容（例）
・ゴミを捨てに行って欲しい。
・散歩の付き添いが必要。 など
どんなささいなことでも結構です。遠慮なくご相談ください。
※ご相談内容により、希望に添えない場合がございますので
ご了承ください。

●費用 無料

社会福祉法人 上砂川町社会福祉協議会
〒073-0292 空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 上砂川町役場内
電話：0125-62-2882 FAX0125-62-3773 E-mail：ｋ-syakyo@agate.plala.or.jp


